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＜自家用電気工作物の破損等による波及事故＞ 
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※「詳報」とは、電気関係報告規則第3条（事故報告）に基づき、事業用電気工作物を設置する電気事業者又は自家
用電気工作物を設置する者から、経済産業省大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
宛てに提出された電気事故報告書のこと。 

※本資料における「波及事故」とは、電気関係報告規則第３条第１項第10号（平成２８年度改正により同規則第11号 
 に該当）に基づき、電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業省産業保安監督部長宛てに提出された事故で 
 あり、一般送配電事業者（旧 一般電気事業者）等の電気工作物と電気的に接続されている電圧3,000ボルト以上  
 の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことに 
 より一般電気工作物又は特定送配電事業者（旧 特定電気事業者）に供給支障を発生させた事故をいう。 



・NITEでは、事業者から経済産業省に提出される電気工作物の事故 
 情報※の分析を実施しています。 

・昨年３月の電力安全小委員会において「平成２７年度に発生した 事 
 故詳報に関する報告」として死傷事故をとりまとめ報告させていただ 
 きました。 

１．はじめに 

※電気関係報告規則（昭和四十年通商産業省令第五十四号）第３条に基づき報告された事故 

・今回は、平成２７年度に発生した事故のうち、特に自家用電気工作物 
 の破損等による波及事故に着目した分析結果についてご報告させて 
 いただきます。 
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○ 各年度とも、供給支障事故、破損事故、死傷事故で全体の９５％以上を占めている。 
○ 供給支障事故件数は若干の減少傾向がみられるものの、各年度とも構成比は５０％を超えて

推移している。 
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■死傷事故 
 

■電気火災事故 
 

■社会的に影響を 
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■主要電気工作物の 
破損事故 

 

■供給支障事故 
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１．１ 平成１６年度～２７年度における詳報件数の推移 

１．詳報件数の年度推移 

平成１６年度～２６年度の詳報件数については、電力安全課から提供された「電気事故報告書管理システム」のデータを用いた。 
平成２７年度の詳報件数については、電力安全課、産業保安監督部から提供された個別の事故報告書（詳報）のデータを用いた。 
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１．２ 供給支障事故内訳 

・供給支障事故（291件）の内訳としては、 
 

 第十号 289件 （自家用電気工作物による波及事故） 

 第六号      2件（供給支障事故） 
 

であった。ここでは、第十号（波及事故）289件につい
て詳報分析を行っている。 

＜電気関係報告規則 第三条 第十号＞ 
 

 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は
特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気
的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の
破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工
作物を操作しないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者
に供給支障を発生させた事故（第三号に掲げる物を除く）。 
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２．波及事故における被害状況 

（１）供給支障電力と事故件数 （２）供給支障時間と事故件数 （３）供給支障軒数と事故件数 

・供給支障電力（kW）の最大値 
 は11,621kW、分布のピークは 
 100～200kWである。 

・供給支障時間の最大値は8時 
 間50分、分布のピークは50分 
 である。 

・供給支障軒数の最大値は 
 6,161件、分布のピークは100 
 件である。 
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・事故が発生した開閉器類の内、PAS（73%）、PGS 
 （10%）なので、80%以上が区分開閉器*である。 

・ケーブルは、CVT（53%）とCV（27%）で80%となる。 

３．１ 事故発生電機設備の内訳 

・事故発生電機設備は、開閉器類（46%）とケーブル 
 （33%）で約80%となる。 

３．波及事故概要 

※区分開閉器 
 受電点の責任区分または財産区分として設置する開閉器で、
電気の供給を受ける電力会社との責任分界点となる。平成27
年度詳報においては、PAS(高圧交流気中負荷開閉器）、
PGS(高圧交流ガス負荷開閉器）、UGS（地中線用高圧交流ガ
ス負荷開閉器）が該当する。 

（１） 事故発生開閉器類の内訳 （２） 事故発生ケーブルの内訳 
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３．２ 事故発生原因の内訳 

（１） PASの事故発生原因の内訳 

・波及事故における事故発生原因としては、   
 自然劣化（31%）と雷（24%）で50%以上、保守 
 不完（12%）、作業者の過失（8%）、鳥獣接触 
 （7%）を加えると、５項目で80%以上になる。 

・事故発生件数の多い電機設備であるPASと 
 ケーブルの事故発生原因を個別に見た場合、 
 PASは雷（57%）、自然劣化（13%）、保守不完 
 全（9%）で約80%。ケーブルは自然劣化（88%）、 
 保守不完全（4%）で90%を超える。 

（２） ケーブルの事故発生原因の内訳 
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３．３ 事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析結果 

事故発生電気工作物と原因のクロス分析表

保守不完
全

自然劣化
製作不完

全
施工不完

全
風雨

暴風雪、
塩害等

氷雪 雷 水害
塩、ちり、

ガス
作業者の

過失
公衆の故
意・過失

火災 樹木接触 鳥獣接触

CV 5 6 2 1 5 2 2 2 25 8.7
CVT 2 44 1 1 1 1 50 17.3
その他 2 1 1 2 3 1 10 3.5
不明 1 4 3 1 9 3.1

LBS 2 2 1 6 11 3.8
PAS 9 12 4 1 55 2 1 2 2 3 1 5 97 33.6
PGS 2 4 1 2 3 1 13 4.5
その他 1 2 1 1 5 1.7

断路器 － 4 4 1.4
カットアウト － 1 1 2 0.7
VCB － 3 6 1 2 2 1 1 16 5.5
その他 － 1 2 1 4 1.4

継電器 GR － 1 1 2 0.7
避雷器 － － 1 1 1 1 1 1 6 2.1
変圧器 － － 3 4 1 8 2.8
変成器 VT － 2 2 0.7
電力用コンデンサー － － 1 1 1 3 1.0
電線 － － 1 4 2 7 2.4

碍子 － 1 1 1 3 1.0
電柱 － 1 1 2 0.7

その他 － － 2 1 1 1 5 1.7
不明 － － 1 1 0.3

太陽電池発電所 電気設備 開閉器 PAS 1 1 1 3 1.0
高圧配電線路 架空電線路 電線 引込線以外の配線電路 1 1 0.3

35 91 4 3 11 1 0 70 1 4 24 6 7 6 19 0 2 5 289 100

12.1 31.5 1.4 1.0 3.8 0.3 0.0 24.2 0.3 1.4 8.3 2.1 2.4 2.1 6.6 0.0 0.7 1.7 100

自家用電気工作物

合計

構成比（％）

合計
（件）

構成比
（％）

開閉器
開閉器類

遮断器

支持物

その他 不明

ケーブル

設備不良 自然災害 故意・過失 他物接触
火災事故発生電気工作物 事故発生設備 事故発生設備詳細 事故発生設備詳細部品

保守不備

（１） 事故発生電気工作物と事故原因のクロス集計表 

（２） 事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析結果 

■ 波及事故における事故発生電気工作物と事故原因 
  のクロス分析結果から、 
 

 ・「PAS」が「雷」で壊れる事故 （19%） 
 ・「CVTケーブル」が「自然劣化」で壊れる事故（15%） 
 

の組合せが全体の１／３を占めることがわかった。 
また、それ以外の組合せは４%以下であった。 
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４．波及事故の要因分析 

４．１ 波及事故要因概要 

AND 

波及事故 

OR 

区分開閉器

破損 

詳報件数：289件 

区分開閉器 

不動作 

電気工作物 

破損 
電力会社 

設備不動作* 

区分開閉器 

動作 
電気工作物 

破損 

AND 

AND 

区分開閉器 

未設置 

OR 

詳報件数：502件 

平成27年
度詳報 

A B C 

・波及事故の発生要因は３パターンに分類す 
 ることができ、どれか一つでも条件を満たす 
 と波及事故になる。 

A：区分開閉器が破損した場合。 
B：区分開閉器以外の電気工作物が破損し、且つ、 
  区分開閉器が未設置又は不動作の場合。 
C：区分開閉器以外の電気工作物が破損し、且つ、 
  区分開閉器が正常動作したけれども、電力会社 
  の設備が再投入できなかった場合。 

1次側 
破損 

OR 

本体内部 
破損 

2次側 
破損 

制御機器 
破損 

AND 

4.1.1 波及事故要因図 

※波及事故に  
 おいて、電力 
 会社の設備 
 で自動再閉 
 路が不成功 
 になった場 
 合をいう。 
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4.1.2 波及事故要因内訳 ・波及事故の発生要因別割合 
 

  赤 Aパターン ：39% 
    区分開閉器破損 

  青 Bパターン ：59% 
    電気工作物破損 ・（区分開閉器未設置＋区分開閉器不動作） 

  綠 Cパターン ：2% 
    （電気工作物破損 ・区分開閉器動作） ・電力会社設備不動作 

・事故要因図と事故要因内訳の分析結果から、 
 AパターンとBパターンで波及事故全体の98%とな 
 ることから、区分開閉器を正常動作させることが 
 非常に重要であることがわかる。従って、区分 
 開閉器の破損防止、並びに新規設置及び不動作 
 の解消が波及事故を減らすためには重要だと考 
 えられる。 



（１）区分開閉器破損の原因内訳 

4.2.1 Aパターン（区分開閉器破損）における分析結果 
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４．２ 波及事故要因分析結果 

■ Aパターンにおける区分開閉器の破損原因は、 
 

   ・雷（52%） 
   ・自然劣化（14%） 
   ・保守不完全（10%） 
 

 の順であり、上記３項目で75%を超える。 



■避雷器設置状況内訳 ■破損個所内訳 

（２）雷による区分開閉器の破損状況 

・雷による区分開閉器の破損事故において、避雷 
 器の設置状況を調査した結果、避雷器未設置のと 
 ころが59%あった。また、避雷器を設置していたに 
 も係わらず雷害を受けたところが32%あった。 
 従って、雷害に対しては、避雷器の新規設置、及 
 び点検時に避雷器の接地抵抗等を確認し、設置 
 効果を高めることが重要だと考えられる。 13 

・雷による区分開閉器の破損状況を調べた結果、本体 
 内部の破損（59%）、一次側端子部の破損（32%）、二 
 次側端子部の破損＋制御装置の破損（9%）であった。 
・破損個所（一次側端子部、本体内部）とその破損状 
 況から、雷害そのものを防ぐことは難しいと思われる。 



① 事故発生件数と経過年数の内訳 

（３）自然劣化による区分開閉器の破損状況 

・高圧気中負荷開閉器（PAS）の推奨交換時 
 期は15～20年であるので、推奨交換時期を 
 守っていれば多くの事故は防止できた可能 
 性が高いといえる。 

・経過年数4年の事故が2件あるが、これは推定事
故原因が過去の雷害、又は塩害により絶縁抵抗が
低下したためと記載されていることから、経過年数
による劣化とは様相が異なると考えられる。 
 また、経過年数12年の事故は、制御線入線箇所
のパッキン劣化により水分浸入したのが原因である
ことから、推奨交換時期よりも寿命が若干短かった
といえる。 
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＊出典：（社）日本電気協会「自家用電気工作物保安管理規程」 
     （JEAC8021-2006) 



■ 区分開閉器不具合状況 

② 区分開閉器の自然劣化状況 

・以上のように、経過年数と自然劣化の状況から、 
 事前に目視点検等で発見することは困難だと思わ 
 れるので、予防保全的な考えとして推奨交換時期 
 を守ることが重要だと考えられる。 
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・経年劣化による区分開閉器の不具合状況として 
 は、シーリング部、碍子部の密閉性低下、及び 
 ケース腐食による穴あき等で区分開閉器の防水 
 性が低下している場合が多い。 

・経年劣化により、地絡／短絡が発生する原因として 
 は、防水性の低下から本体内部に水分が浸入し絶 
 縁破壊に至る場合と、内部機構の絶縁性低下により 
 絶縁破壊が起こる場合とで全体の約90%を占める。 

■ 地絡／短絡原因内訳 
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（１）電気工作物破損内訳 

4.2.2 Bパターン 「電気工作物破損 ・（区分開閉器未設置＋区分開閉器不動作）」 における分析結果 

・地絡・短絡の原因となった電気工作物破損の内訳は、 
 

  ①ケーブル（56%）、②遮断器（12%）、③LBS（7%） 
 

 の順であり、上記3項目で全体の75%を占める。 



（２）電気工作物破損原因分析 

① ケーブル破損の原因分析結果 
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・ケーブル破損の原因としては、 
 

 自然劣化（58%）、作業者の過失（13%）、保守不完全（11%） 
 

 の順になっており、上記3項目で80%を超える。 

・ケーブル破損の主要原因である自然劣化の状況 
 として、経過年数と事故発生件数の関係をみると、 
 ケーブルの更新推奨時期目安（20年）で交換して  
 いたならば、自然劣化が原因となる地絡・短絡事 
 故の大半は発生しなかった可能性が高いといえる。 



■ ケーブル自然劣化の原因分析結果 

・ケーブルが自然劣化で絶縁破壊を起こす場所 
 としては、地下埋設部が45%であり、似た環境と 
 いえるハンドホール内7%、地下ピット内2%を加え 
 ると50%を超える。 

・ケーブルが自然劣化で絶縁破壊する部位は、ケー  
 ブル本体が82%、端末部が14%であることから、自然  
 劣化の原因はケーブルの絶縁被覆が何らかの原因 
 で破壊されることが支配的だといえる。 

■ ケーブル事故発生部位内訳 ■ ケーブル事故発生場所内訳 
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・ケーブルが自然劣化で絶縁破壊し、地絡・短絡に至
る原因としては、水トリーがあげられており、推定を含
めると24%を占める。但し、水トリーが原因として断定し
ている場合でも、根拠を示している詳報の数は少な
かった。また、詳報の65%では絶縁破壊としか記載され
ておらず、原因について詳細な報告はされていない。 

・ケーブルが設置されていた環境として記載されてい
たのは、地下埋設部等におけるケーブルの浸水状況
であり、ケーブルが浸水していたものが14%、原因が
機械的な要因で浸水が関係しない物が4%であった。
また、残りの82%は詳細記載無しであった。 

■ ケーブル設置環境内訳 ■ ケーブル絶縁破壊原因内訳 

19 



② 遮断器（VCB）破損の原因分析結果 
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・遮断器破損の原因としては、 
 

  自然劣化（35%）、保守不完全（15%） 
   作業者の過失（15%）、雷（10%） 
 

 の順であり、上記4項目で75%になる。 

・遮断器破損の主要原因である自然劣化の状況と 
 して、経過年数と事故発生件数の関係をみると、 
 遮断器の更新推奨時期目安（20年）で交換してい 
 たならば、自然劣化の原因となる地絡・短絡事故 
 の大半は発生しなかった可能性が高いといえる。 



③ 開閉器（LBS）破損の原因分析結果 
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・開閉器破損の原因としては、 
 

 鳥獣接触（46%）、自然劣化（23%）、保守不完全（23%） 
 

 の順であり、上記3項目で90%を超える。 

・LBS破損の原因として最も多いのが鳥獣接触（46%) 
 であるのは、PASやVCBなどと比較して充電部の露 
 出が多いためと考えられるので、PASが未設置の場 
 合には、LBSに鳥獣が受電部に接触しないように対 
 策を施すことが強く推奨される。 
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（３） 区分開閉器の状況 

・波及原因となった区分開閉器の設置ならびに動作の状況としては、 
 

   未設置（52%）、不動作（41%）、不明（7%） 
 

 である。従って、区分開閉器が設置されており、また、正常に動作してい  
 たならば波及事故の55%｛=（88＋70）/289｝は発生しなかった可能性がある。 
   以上のことから、区分開閉器新規設置の推奨、及び、正常動作させるた  
 めの点検業務等が非常に重要だといえる。 



（４）区分開閉器未設置時の電気工作物破損内訳 

・区分開閉器未設置時における破損電気工作物の内訳は、 
  ケーブル（7３%）、VCB（13%）、LBS（10%） 
 であり、3項目で95％を超える。 

・区分開閉器が設置されていない事業所の波及事故対策としては、 
 区分開閉器の新規設置が最重要であるが、ケーブル、VCBの推  
 奨交換時期による設備の更新、及びLBSの鳥獣接触防止が対策 
 として非常に有効である。 
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・区分開閉器が不動作だった場合、破損電気工 
 作物はケーブル（42%）を除くと１０％以下の電気  
 工作物が多数ならんでおり、未設置の場合とは  
 様相を異にする。 

（５）区分開閉器不動作時の電気工作物破損内訳 

・区分開閉器が未設置の場合は対策を施す電気 
 工作物の種類は限られていたが、区分開閉器不 
 動作の場合は対象となる電気工作物の種類が多 
 いため、区分開閉器の不動作を解消するほうが  
 対策の効果を上げやすいと考えられる。 
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（６） 区分開閉器不動作原因内訳 

25 

・区分開閉器不動作の原因は、 
 

   地絡継電器 電源喪失（26%） 
   地絡継電器 動作不良（24%） 
   区分開閉器 誤投入  （20%） 
   区分開閉器 動作不良（13%) 
 

の順となっており、上記4項目で80%を超える。 



・地絡継電器の電源を高圧ラインのどの位置から取得するかで、  
 地絡、短絡時に電源を喪失する割合が異なってくる。メーカー 
 の取扱説明書に電源取得の推奨位置が記載されているが、実 
 際の電源の取得位置にはバラツキがある。メーカー推奨取得 
 位置であれば18件中8件において波及事故を防ぐことができた  
 可能性が高い。 

① 地絡継電器電源喪失の原因分析結果 
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・地絡継電器の電源喪失により波及事故が18件発生している  
 が、VT内蔵タイプであれば18件中18件で内蔵の効果により波 
 及事故を防ぐことができた可能性が高い。従って、波及事故対 
 策の一つとして、VT内蔵の区分開閉器設置が推奨される。 

② 地絡継電器動作不良の原因分析結果 

・地絡継電器の動作不良原因としては、原因の「記載無し」 
 が最も多い。これは、地絡／短絡の原因として他の電気工 
 作物の破損が詳報の原因として記載されているためで、実 
 際の波及原因である地絡継電器の動作不良に関しては十 
 分に記載されていないことが多い。 

・点検時に地絡継電器の動作確認をすることによって、17件 
 中8件で動作不良を確認出来た可能性がある。その中で、電 
 気主任技術者未選任が2件、動作不良の指摘があったにも 
 かかわらず未対応が1件が含まれる。 
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電力会社設備不動作 

区分開閉器動作 電気工作物破損 

AND 

C 

AND 

No. 電気工作物 原因 動作 開閉器 電力会社側遮断動作 不動作状況

1 高圧ケーブル 鳥獣接触 SO動作 開放 OCR動作 自動再閉路不成功

2 操作用トランス 自然劣化 SO動作 開放 OCR動作 自動再閉路不成功

3
避雷器用

高圧カットアウト
樹木接触 SO動作 開放 OCR動作

自動再閉路不成功 （外線工事のため自動から手動
に切り替えていたため）

4 LBS 鳥獣接触 SO動作 開放 OCR動作 自動再閉路タイプではないため

5 高圧架空電線 自然劣化 GR動作 開放 GR動作
自動再閉路不成功 （配電線工事で試充電禁止状
態にしてあったため）

6
高圧電線

（構内電線路）
鳥獣接触 GR動作 開放 GR動作

自動再閉路不成功 （保護協調は取れていたが、
PASと同時に変電所の遮断器が動作。）

4.2.3 Cパターン 「（電気工作物破損 ・ 区分開閉器動作） ・ 電力会社動作」 における分析結果 



４．３ 波及事故における地域性確認 

4.3.1 各産業保安監督部毎の波及事故件数と事故発生率 

・各監督部毎に波及事故件数を比較した場合、 
 関東が突出して多いことがわかる。これは自家 
 用電気工作物の設置数の違いによる影響が 
 大きいためと考えられる。 

・監督部毎の波及事故件数を平成27年度自家 
 用電気工作物設置件数を用いて波及事故発生 
 率（%）求めたところ、中国、沖縄、北海道、関東、 
 北陸が全国平均を上回ることがわかった。 
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（１）関東監督部内における各県別波及事故件数と事故原因 

・事故件数が多く、事故発生率も高い関東東北産業 
 保安監督部（除く東北支部）管轄の波及事故を県 
 別に集計した。 

・波及事故は雷害と自然劣化が主要原因であるので、 
  この二つに着目して発生割合をみると、北関東（茨城、 
  栃木、群馬）と南関東（東京、埼玉、神奈川）＋静岡、 
  山梨では地域性が確認出来る。 
 北関東では雷害が40%～50%であるのに対して、南関  
 東では0%～15%であり、自然劣化は北関東が11%～ 
 25%であるのに対して、南関東では48%～75%である。   
 なお、千葉だけは特殊で雷30%、自然劣化35%である。 

（2）各県における事故原因（雷、自然劣化）の割合 
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4.3.2 関東産業保安監督部（東北支部の管轄区域を除く）管内における波及事故状況 



（３） 雷害における避雷器の有無 

・雷害時における避雷器の有無をみると多くの場合、 
 避雷器が設置されていない。 
 従って、北関東における波及事故の対策として有 
 効なのは、雷害に対する避雷器設置の推奨だと考 
 えられる。 

・自然劣化の場合はケーブル事故が非常に多く、南 
 関東では推奨交換時期を守ってケーブルを交換す 
 ることが波及事故対策として有効だと考えられる。 

（４） 各県別の自然劣化電気工作物内訳 
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・以上のように、地域性を考慮して対策案を提示した 
 方が実情にあっており、より効果的と思われる。 
 また、平成28年度からは自然災害については報告  
 義務が無くなったが、北関東のように波及事故の 
 50%に対応出来なくなることから、自然災害につい  
 ては時期を見て再度報告した方が良いと思われる。 



4.3.3 中部近畿産業保安監督部（近畿・北陸の管轄区域を除く）管内における波及事故状況 

・県別で波及事故件数を比較した場合、愛知が突出 
 して多いことがわかる。これは自家用電気工作物  
 の設置数の違いによるものと思われる。 

・県別の波及事故件数と平成27年度自家用電気 
 工作物設置件数を用いて波及事故発生率（%）求 
 めた。平成27年度単年度でみた場合、愛知、岐 
 阜が中部平均を上回り、静岡、長野、三重が平 
 均以下である。また、全国平均と比較すると全て 
 の県が全国平均を下回っており、特に三重県は 
 半分以下である。 

（１）中部（県別）の波及事故件数と事故発生率 
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・中部では各県ともに、雷と自然劣化の割合が低く、 
 保守不完全が多いといえる。 

・波及事故の主要原因である雷害と自然劣化を 
 抜き出し、発生割合で比較してみると、岐阜の雷 
 害が突出して多いことがわかる。 
 但し、データが単年度、且つ少数であることから、  
 地域性を判断するためには継続してデータを収  
 集する必要がある。 
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（２）県別事故原因比較 

① 県別事故原因 ② 事故原因 雷／自然劣化での県別比較 



・雷害時における避雷器の設置状況をみると、多く 
 の場合で避雷器が設置されていないことがわかる。 
  従って、雷害率の高かった岐阜における波及事  
 故の対策として有効なのは、雷避雷器設置の推  
 奨だといえる。但し、平成28年度からは自然災害 
 については報告義務が無くなった。 

・自然劣化の場合は、データ数も少ないことから、
何らかの特徴的な傾向は見られなかった。 

③ 雷害における避雷器の有無 ④ 各県別の自然劣化電気工作物内訳 
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（１）波及事故の概要 

① 事故発生電気工作物の内訳 ② 事故発生原因の内訳 

・事故発生電気工作物の発生割合を全国と比較した 
 場合、 
 中部：ケーブルの事故発生比率が少ない 
 近畿：開閉器類の比率が少なく、ケーブルの比率が多い 
 

 といった特徴が認められる。 
 

・事故発生原因の発生割合を全国と比較した場合、 
  中部：自然劣化が少なく、保守不完全が多い 
  近畿：自然劣化が多く、雷が少ない 
 

 といった点が特徴的である。 
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4.3.4 中部・近畿における事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析 



（２）事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析 

① クロス分析結果 

＊クロス分析結果をもとに、より詳細な分析をするために波及事故要因内訳と区分開閉器状況内訳を以降で検証する。 35 

・事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析結果を全国と比較すると、 
  中部：ケーブル／自然劣化が少ない 
  近畿：ケーブル／自然劣化が多く、PAS／雷が少ない 

 ところが特徴的だといえる。 

・中部、近畿ともにケーブル事故が特徴的であるが、ケーブルが事故発生原因になるのはB 
  パターンの場合である。また、Bパターンの中でケーブルの事故は、区分開閉器未設置の時  
  に多いので、区分開閉器の状況としては、 
  中部：区分開閉器未設置よりも不動作の方が多いと推測される。 
  近畿：区分開閉器未設置の方が不動作よりも多いと推測される。 



②波及事故要因内訳 比較 

・Aパターン 
 区分開閉器が故障した場合。 
・Bパターン 
 区分開閉器以外の電気工作物が故障し、且つ、区分開閉器が未設置又  
 は不動作の場合。 
・Cパターン 
 区分開閉器以外の電気工作物が故障し、且つ、区分開閉器が正常動作  
 したけれども、電力会社の設備が再投入できなかった場合。 

・波及事故要因内訳である各パターンの割合を全国と比較 
 すると、 
  中部：パターンの比率はそれほど変わらない。 
  近畿：Aパターンが少なく、Bパターンが多い 
 

 となり、近畿はパターン割合に偏りがみられる。 

36 



③区分開閉器状況内訳 比較  

・区分開閉器の状況を全国と比較してみると、 
 

 中部：不動作の割合が多く、未設置の割合が少ない。 
     従って、中部においては、区分開閉器の不動作対策が波及事故を減らす上で効果的だと思われる。 
 近畿：未設置の割合が多く、不動作が少ない。 
     従って、近畿においては、区分開閉器新規設置の推奨、及び、未設置の場合はケーブル、VCB、LBSの 
          事故が大半なので、これら機器への集中的な対応が効果的だと思われる。 
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＊中部で区分開閉器の不動作対策を行うことは、波及事故全体の約40%をカバーすることになる。[Bパターン（0.536）×区分開閉器不動作（0.733）=0.392] 
  近畿で区分開閉器の未設置対策を行うことは、波及事故全体の60%をカバーすることになる。[Bパターン（0.8）×区分開閉器不動作（0.75）=0.6] 



５．まとめ 

・また、分析に必要な情報が詳報に記載されていないケースがあり、詳細な分析を行う上で課 
 題があります。必要な情報を漏れなく記載可能となるための検討を経済産業省と進めており 
 ます。 

【分析結果について】 
・平成２７年度詳報５０２件について分析を行いました。特に過去10年程度において件数が微減 
 傾向にあるものの、各年度とも構成比が５０％を超えている供給支障事故に着目した分析を 
 行っています。 

・事故発生電気工作物と事故原因のクロス分析結果から、PASが雷で壊れる事故（１９％）、 
 CVTケーブルが自然劣化で壊れる事故（１５％）の組合せが全体の１/３をしめることがわかり 
 ました。 

・自家用電気工作物の破損等による波及事故は、３つのパターンに分類されることがわかりま 
 した。 

【今後の分析と分析結果の活用について】 

・詳報記載内容のみや単年度のみの分析では傾向を把握することには限界があります。今後 
 も中長期的に傾向を分析し、より精緻な傾向を把握します。 

・今後、分析結果から対策が必要と考えられる事故について、関係団体等と相談しながら事故 
 の対策等について検討します。 
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ご清聴ありがとうございました。 

39 



参考資料 
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第１項第１号
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しない

ことにより人が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。）
感電等の電気工作物に係る死傷事故

第１項第２号
二 電気火災事故（工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から

第五号までに掲げるものを除く。）
電気火災事故

第１項第３号
三 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産

に損傷を被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使
用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故（前二号に掲げるものを除く。）

電気工作物に係る物損等事故

第１項第４号、第５号
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故（第一号、前号、第八号から第十号に

掲げるもんを除く。）
主要電気工作物の破損事故

五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故（第一号、第三号、第八号から第十号
に掲げるもんを除く。）

第１項第６号、第7号

六 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であって、その供給
支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満
の供給支障事故であって、その供給支障時間が十分以上のもの（第三号及び第八号に掲げ
るものを除く。）

供給支障事故

七 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であって、その供給支障時間が十分以
上のもの（第三号及び第九号に掲げるものを除く。）

第１項第８号、第９号、第１０号

八 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事
業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故
であって、その供給支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以
上十万キロワット未満の供給支障事故を発生させた事故であって、その供給支障時間が十
分以上のもの（第三号に掲げるものを除く。）

他社への波及事故

九 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事
業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、その供給
支障時間が十分以上のもの（第三号に掲げるものを除く。）

十 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電
気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電
気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作し
ないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故（第三号
に掲げるものを除く。）

第１項第１１号
十一 ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故

ダムからの異常放流事故

＜電気関係報告規則第三条における事故分類＞ 

■ 平成27年度詳報の事故分類表 

41 



42 

＜更新推奨時期一覧表＞ 

（社）日本電気協会 

（社）日本電気工業会 
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＜平成27年度自家用電気工作物設置件数＞ 



44 

＜PAS用制御装置の電源取得位置＞ 



45 

＜区分開閉器の設置有無による高圧受電設備保護範囲の違い＞ 


